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基本方針  

当センターは、同和問題解決のための総合的県民センターとして、１９７５年に

「財団法人滋賀県解放県民センター」として設立しました。その後、２００３年に

は、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決に向けて「財団法人滋賀県

人権センター」に改称し、２０１１年には、公益法人制度改革に伴い公益財団法人

の認定を受け、今日まで、さまざまな人権問題の解決に向けて、行政・教育・運動

と連携しながら種々の事業を展開してきました。2025 年は、設立 50 周年を迎

えます。  

また、当センターでは、２０１８年度に中期的に取り組むべき基本的な方向性を

示した「将来構想」を策定し、『滋賀県における県域を対象とした唯一の総合的人

権センターとして、人権課題の解決の中心的役割を担う』ことを基本方針に定め

ました。「調査研究等事業」を基礎とし「啓発・教育事業」と「相談・支援事業」を相

互に関連させながら次の事業を行います。  

 

 

１．啓発・教育事業  

（１）人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい  

「人権週間」に協賛し、人権尊重と部落差別問題の解決に向け、県民学習の

集大成として県民が一堂に会し、県民の学習や活動の輪を更に広げ、実践交流

と連帯を深め合うとともに学び考えることを目的に開催する。  

 

（２）人権ユニバーサル事業  

障害のある人や外国人に対する偏見や差別を解消し、共生社会を実現する

ため、県民のつどいにあわせて、子どもを対象とした啓発事業を実施する。  

 

（３）青年集会・高校生等交流集会   

①部落解放・人権確立をめざす滋賀県青年集会  

県内の青年が、部落差別をはじめあらゆる差別の現実を学び、互いの思いや

願いを交流するとともに、人権尊重に向けた実践活動を更に発展させること

を目的に開催する。  

②滋賀県高校生等交流集会  ヒューマンライツ  ｗｉｔｈ  アクション  

県内の高校生等が、人権をテーマに実行委員会を通して交流・連帯を深め、

地域のリーダーとしてそれぞれの地域社会において活動できるための育成事

業として開催する。  
 

（４）部落解放滋賀県女性のつどい  

県内の女性が中心となり、部落解放と女性差別の撤廃を共通の課題として

学び合い、自らの生き方や思いを語り合いながら人権尊重に向けた実践活動

を更に発展させることを目的に開催する。  
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（５）出版事業  

人権に関わる、情報誌・啓発資料を発行する。また、デジタルコンテンツによ

る県内外の人権に関わる施設の情報発信等を行う。  

 

（６）講師派遣  

部落差別問題をはじめとする、各種人権問題の課題解決の取組を支援する

ため、研修会に講師を派遣・紹介する。  

 

（７）クローズアップ人権講座  

さまざまな人権問題の先進的な取組や知識を学習し、受講者が「人権が尊重

された地域社会の実現」に向けて、家庭、学校、地域および職場などあらゆる

場において人権教育・啓発を積極的に推進することを目的に開催する。  

                    

（８）人権擁護活動ブロック別合同研修会（７ブロック）  

日頃、地域のリーダーとして人権擁護活動に取り組む者が合同で研究協議

を行い、それぞれの地域に根ざした人権擁護活動の充実・強化を図ることを目

的に開催する。  

 

（９）地域総合センター職員等研修事業  

地域総合センター職員が必要とされる知識・専門的技術を学ぶとともに、セ

ンター職員としての自覚を深めることを目的に開催する。  

 

（１０）事業所内公正採用選考・人権啓発担当者等研修事業（６ブロック）  

  県内中小企業者等の人権意識高揚を図ることを目的に、公正採用選考を  

はじめ企業活動につながる人権問題について、企業の果たすべき社会的責任  

に対する認識を深めるよう、研修会およびセミナーを各地で開催する。  

   

（１１）隣保事業士研修事業（隔年開催）  

    地域総合センターが、「福祉と人権のまちづくり」を推進する、地域におけ

る第一線機関としての役割を再認識し、人と人のつながりを基本として、各地

域での実践事例や先進的な取組を学び、各地域総合センターの既存事業の活

性化や新たな事業展開へとつなげていくことを目的に開催する。  

 

（１２）県民啓発助成  

    ・市町人権教育推進協議会等事業費助成  

    ・部落解放研究滋賀県集会開催費助成  
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２．相談・支援事業  

（１）○拡 人権相談  

人権に関するあらゆる相談に対し、電話回線と24時間受付のインターネ  

ットによる人権相談窓口等により相談者への情報提供および必要に応じて

関係機関につなげる支援を行う他、相談内容により弁護士相談を実施する。

また、２０２５年度より、ＬＧＢＴQ当事者団体への委託により、専門相談ダイ

ヤルを開設するほか、当センター相談員のスキルアップを図り「性の多様性」

にかかる相談事業のさらなる充実を図る。  

併せて、部落差別問題をはじめとする差別事象・事件の解決に向けた取組  

   を行うとともに、相談内容の要因や背景を分析し、相談の中から「社会的課

題」を発見し、今後の啓発活動に活かすこととする。  

 

（２）人権相談委員会  

多種多様、複雑多岐にわたる相談内容に対し、それぞれの分野に精通した  

委員を専門相談委員として当センターより委嘱し、必要に応じて助言を求

め、情報交換・連絡調整を行う。  
 

（３）地域総合センター運営助言事業  

各地域総合センターが実施する事業等の把握、情報交換および調査・分析  

を行い、各々のセンターにフィードバックするとともに、各々のセンターが就

職困難者をはじめとする社会的援護を要する人々への効果的な助言・支援

を行うことができるよう、県、公共職業安定所および福祉関係機関と連携を

図りながら、地域総合センターの活動の充実と住民福祉の向上に寄与するよ

う努める。  

 

（４）○拡 インターネット上における人権侵害対応事業  

定期的に特定のサイトのモニタリングを行うことにより、差別書き込みお  

   よび誹謗中傷等の状況を把握し、人権侵害からの救済の方策を探るため、イ    

   ンターネットマスター講座を開催する。また、２０２５年度よりモニタリング養  

成講座を積極的に市町や企業に出向いて出前講座形式で開催し、監視モニ  

ターの育成とともに、関係機関・団体等へモニタリング状況を情報提供する  

など連携を図る。  

      

３．調査研究等事業  

 

（１）啓発ライブラリーの運営  

県内外の各種団体が発行する人権に関する発行物の資料収集を行うとと

もに、啓発パネルやＤＶＤ等の無料貸出を行う。  

 

（２）ホームページの運営   
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当センターが実施する人権相談および人権に関わる諸集会の情報提供  

   を行う。  

 

（３）人権に関わる歴史的資料収集事業   

部落差別を中心に人権に関わる歴史的資料（伝統文化および産業・労働  

等）を、研究等の公益に資するため閲覧等による情報提供等を行う。  

 

（４）調査研究  

  県内で生じている人権問題に対応した事業を行うため、モニタリングを実  

施し、調査研究を進めるとともに、部落差別解消推進法の趣旨に沿い、当セ  

ンターの日常業務や既存の調査・統計等を通じ、部落差別の実態把握および  

分析を行う。  

 

（５）関係機関との連携  

国・県・市町をはじめ、県内外の人権問題に取り組む機関、団体、ＮＰＯ等と  

の連携・協力を図る。  

     

４．人権センターの運営  

 

（１）会議  

評議員会および理事会を開催する。   

 

（２）将来構想実施計画に係る定例会議    

   当センターが中期的に取り組むべき方向性を示した将来構想について、実  

施計画の第１期（2019年度～2022年度）の総括を踏まえ、第２期（2023

年度～2025年度）の取組を進めるとともに、第3期の取組内容について検討

する。  

 

（３）特別賛助費制度  

同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けて当センターが実施する諸  

事業に対して、より多くの県民から賛同・協力を得るため、積極的な会員拡大  

を図る。  

 

（４）職員研修の実施  

階層別職員研修等の実施とともに社会福祉主事資格の取得を推進する。  

     

（５）解放県民センター「光荘」の管理運営   

管理運営委員会を随時開催するとともに外壁改修や耐震補強工事等を含  

む大規模修繕工事を実施する。  

 

（６）50周年記念事業等  

2025年に当センターが50周年を迎え、テーマである『感謝・リスペクト・バ  



5 

 

トンをつなぐ』をコンセプトに、50周年特別企画として「県民のつどい」など様

々な事業に反映させる。また、ホームページのリニューアルや、50周年記念誌

を発行する。  



6 

 

事 業 日 程 表 

月 日 事  業  名 会  場 規模等 内        容 
４月上旬 

～ 

６月中旬 

特別賛助費制度会員 

募集 - 
各市町、県･

企業･団体等 
各市町等を巡回し、募集活動を展開

する 

５月上旬 

～ 

１０月下旬 

高校等における進路状

況調査 
県内全高等学校 

特別支援学校 

県内の県立､私

立校等(82) 

県内全高校等における進路（進学・就

労）状況の調査・研究を行う 

５月中旬 

地域総合センター職員

研修会（基礎講座） 

１日 

解放県民セン

ター「光荘」他 

地域総合セン

ター職員等 

３０人 

地域総合センター職員として必要な

基礎的知識の研修（全体研修） 

６月上旬 
人権相談委員会、総務

委員会および研修会 
解放県民セン

ター「光荘」 
委員22人 

市町１９人 

２０２４年度活動状況報告、２０２５年

度活動方針および事業計画、委員の

委嘱、役員選出、実践交流 
５月 

～ 

  １１月 

クローズアップ人権講座 解放県民セン
ター「光荘」他 ２２０人 

｢部落差別問題｣、｢子どもの人権｣、

「障害者差別」その他の人権問題等の

テーマを６講座実施 

６月中旬 

～ 

７月下旬 

地域総合センター職員

研修会（相談援助技術講

座）３日 

 

解放県民セン

ター「光荘」 

地域総合セン

ター職員等 

３０人 

地域総合センター職員として必要な 

実践的・専門的知識の研修（全体研

修、ワークショップ、グループ学習） 

６月上旬 

～ 

３月上旬 

インターネット上におけ

る人権侵害事象対応事

業 

解放県民セン

ター「光荘」 

 

１５０人 

 

インターネット人権マスター講座・モニタ

リング実施団体との連絡会・市町担当

者会議の実施 

８月中旬 

～ 

９月下旬 

地域総合センター運営

重点助言訪問 

地域総合 

センター 
８センター 

県、県教委および(公財)滋賀県人権

センター三者共催による運営助言訪

問を実施し、就労支援を行う 

９月1３日

（土） 

 

部落解放・人権確立をめ

ざす第５０回滋賀県青年

集会 キラリエ 

草津 

県内青年 

高校生等 

200人 

全体会・講演会・分散会 

食文化交流   等 滋賀県高校生等交流集

会「ヒューマンライツ  

ｗｉｔｈ アクション」 

１０月 
～ 

   ２月 

人権擁護活動ブロック

別研修会 
県内７会場 ８００人 

人権擁護委員、人権擁護推進員、人権

相談委員合同の実践交流研究 

１０月上旬 

～ 

１１月下旬 

地域総合センター職員

研修会（実践力強化講

座）１日 

解放県民セン

ター「光荘」他 

地域総合セン

ター職員等 

３０人 

地域総合センター職員が新たな事業

を企画するための実践的・専門的知

識の研修（全体研修、ワークショップ、

グループ学習） 

１１月 

      ～ 

        ２月 

事業所内公正採用選考・

人権啓発担当者等研修

会 

県内６会場 

 

５００人 

 

県内の事業所等に部落差別問題をは

じめとした人権意識の高揚を図るた

めの人権研修を実施 
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月 日 事  業  名 会  場 規模等 内        容 

１１月８日 

（土） 

部落解放第６２回滋賀県

女性のつどい 

竜王町 

公民館 
２００人 講演会・グループ討議 等 

１１月中旬 
隣保事業士交流フォロ

ーアップ研修 
未定 

隣保事業士 

５０人 

隣保事業士を対象とした研修（実践報

告、ネットワークづくりの支援） 

１１月２７日

（木）・２８

日（金） 

人権資料・展示全国ネッ

トワーク第３０回総会 

「三重県人

権センター」

他 

人権資料・展

示ネットワー

ク加盟団体

30人 

1日目は「三重県人権センター」にて総

会・2日目は三重県内の人権フィール

ドワークを開催 

１２月７日 

（日） 

2025年人権週間協

賛、人権尊重と部落解放

をめざす県民のつどい 

滋賀県立 

文化産業交

流会館 
1，8００人 意見発表、記念講演､特別報告､人権

パネル展､物産展等 

１２月７日 

（日） 

人権ユニバーサル事業 

じんけんわくわく冬まつ

り 

米原学び 

あいステー

ション 

５００人 
パラスポーツ体験、多文化共生ブー

ス、人権啓発ブース等 

２月上旬 啓発資料の発行 － － 
各種研修で活用できる啓発資料「人

権啓発教材集」の発行 

２月中旬 

～ 

３月上旬 

滋賀県における同和事

業の関係資料収集事業

にかかる研修会 

解放県民セン

ター「光荘」 

県市町人権

担当課・人権

教育課 

同和事業ならびに被差別部落の歴史

を学び、資料の調査・収集に対する理

解を広げる研修 

地域総合センター 

総括会議 
未定 

地域総合セン

ター長および

運営委員５０

人 

地域総合センター運営重点助言訪問のフ

ィードバック、社会福祉をはじめ各種施策

や制度の促進啓発、地域福祉事業等の研

修を行う 

奇数月１５日 情報誌「じんけん」発行 － － 
人権に関する特集記事をはじめとす

る最新情報等の提供 

随時 
デジタルコンテンツに
よる情報発信 

－ － 
県内外の人権に関わる施設の情報発

信や人権に関する最新情報 

毎月１回 
(第２水曜日) 差別事象定例連絡会 

解放県民セン

ター「光荘」 
関係者 

人権相談委員会総務委員会の主要構
成機関団体による定例の連絡会開催
および調査、研究、情報交換等 

常設 
(月・火・水・金) 
9:00-12:00 

13:00-17:00 

人権相談 
解放県民セン

ター「光荘」 
県民 広く県民の相談に対応する 

奇数月 

事前予約 

(第3木曜日) 

弁護士人権相談 
解放県民 

センター 

「光荘」等 

県民 
奇数月第３木曜日に無料弁護士相談

の実施 

奇数月 
（第３木曜日） 

実践事例検討会 
解放県民セン

ター「光荘」 

相談員と 

関係機関 

スーパーバイザーによる重層的で複
雑な相談などについての相談支援
のあり方についてアドバイス等を受
ける実践事例検討会の実施 

毎月2回 
（第2木曜日、

第4金曜日） 

LGBTQ人権相談 ― 県民 
性の多様性にかかる相談に対応

する。 
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月 日 事  業  名 会  場 規模等 内        容 

随 時 

人権啓発ＤＶＤ等の貸出 
解放県民セン

ター「光荘」 
－ 啓発ＤＶＤ等の貸出 

人権啓発パネルの貸出 
解放県民セン

ター「光荘」 
－ 啓発パネルの貸出 

解放県民センター 

「光荘」管理運営委員会 

解放県民セン

ター「光荘」他 
委員  ６人 

解放県民センター「光荘」の管理運営

等について審議する 

人権に関わる歴史的資

料収集事業 

各地域総合

センター等 
－ 

人権に関わる文化や産業・労働に関す

る資料等の情報提供等 

職員の資質向上のため

の研修会 

解放県民セン

ター「光荘」他 
－ 

研修会等に参加し、職員の資質向上を

図る 

講師派遣 県内各地 
各市町・県・企

業・団体等 
依頼のあった研修会に講師を派遣 

地域総合センター事業

活動巡回訪問 

各地域総合

センター 
２０センター 

日常的な巡回訪問による指導、助言

および意見交換を行う 

地域総合センター事業

情報収集・意見交換等 

各地域総合

センター 
５センター 

日常的な巡回訪問による情報収集お

よび意見交換を行う 

全国隣保館連絡協議

会、地域総合センター連

絡協議会、ブロック連協

との連携 

全隣協、関

係府県、各

地域総合セ

ンター、関係

市町 

 
 
 
－ 

全隣協、県センター連協、各ブロック

連協等との連携および情報交換 

関係機関との連携 

解放県民セン

ター「光荘」等 
国・県・１９市
町・関係機
関、団体等    

国・県・１９市町および人権問題に取り

組む機関、団体、ＮＰＯ等との連携・協

力 

 
 



（単位：千円）
公益目的事業会計 法人会計 合　計

　　１．経常増減の部
　　（１）経常収益

基本財産運用益 1,020 0 1,020
基本財産受取利息 840 0 840
基本財産受取利息（償却原価法） 180 0 180

受取会費 28,380 7,140 35,520
特別賛助会員受取会費 2,760 2,760 5,520
一般寄附金 0 0 0
特定寄附金大規模修繕工事 25,620 4,380 30,000

事業収益 4,800 0 4,800
賃貸借料収益 100 0 100
出版収益 1,200 0 1,200
講師派遣事業収益 3,500 0 3,500

受取補助金等 223,763 34,505 258,268
受取人権センター事業推進費補助金 208,555 33,785 242,340
受取人権センター社会教育活動等推進費 6,658 720 7,378
受取地域人権擁護活動補助 258 0 258
受取市町村人推協等事業費補助金 4,925 0 4,925
地域総合センター運営助言事業委託収益 1,157 0 1,157
人権ユニバーサル事業委託収益 650 0 650
事業所内人権啓発担当者等研修委託事業費 1,560 0 1,560

受取寄付金 3,310 566 3,876
受取寄付金 3,310 566 3,876

雑収益 84 17 101
その他受取利息 0 17 17
雑収益 84 0 84

経常収益合計 261,357 42,228 303,585
　　（２）経常費用 0

事業費 317,597 0 317,597
給料手当 60,239 0 60,239
役員報酬 4,031 0 4,031
退職給付費用 977 0 977
福利厚生費 13,395 0 13,395
旅費交通費 3,286 0 3,286
通信運搬費 1,143 0 1,143
減価償却費 3,487 0 3,487
消耗什器備品費 176 0 176
消耗品費 3,080 0 3,080
修繕費 167,652 0 167,652
印刷製本費 2,517 0 2,517
燃料費 79 0 79
光熱水料費 3,125 0 3,125
賃借料 2,579 0 2,579
保険料 343 0 343
諸謝金 3,499 0 3,499
租税公課 450 0 450
負担金 299 0 299
助成金 5,725 0 5,725
委託費 41,136 0 41,136
賞与引当金繰入額 157 0 157
手数料 222 0 222

公益財団法人滋賀県人権センター予算書（損益）
2025年4月1日から2026年3月31日まで

科　　目
Ⅰ　一般正味財産増減の部



（単位：千円）
公益目的事業会計 法人会計 合　計

公益財団法人滋賀県人権センター予算書（損益）
2025年4月1日から2026年3月31日まで

科　　目
管理費 0 50,856 50,856
役員報酬 0 3,728 3,728
給料手当 0 4,814 4,814
退職給付費用 0 79 79
福利厚生費 0 2,291 2,291
旅費交通費 0 202 202
通信運搬費 0 150 150
減価償却費 0 542 542
消耗品費 0 157 157
修繕費 0 28,650 28,650
印刷製本費 0 0 0
燃料費 0 13 13
光熱水料費 0 535 535
賃借料 0 1,011 1,011
保険料 0 82 82
租税公課 0 128 128
支払負担金 0 526 526
委託費 0 6,314 6,314
賞与引当金繰入額 0 12 12
手数料 0 1,506 1,506
雑費 0 116 116

経常費用合計 317,597 50,856 368,453
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 56,240 △ 8,628 △ 64,868
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 56,240 △ 8,628 △ 64,868

　２．経常外増減の部
　　（１）経常外収益

　その他の経常外収益
経常外収益合計 0 0 0

　　（２）経常外費用 0
　その他の経常外費用

経常外費用合計 0 0 0
　　　　車両運搬具売却損当期経常外増減額 0 0 0
　　　　車両運搬具売却損税引前当期一般正味財産増減額 △ 56,240 △ 8,628 △ 64,868
当期一般正味財産増減額 △ 56,240 △ 8,628 △ 64,868
一般正味財産期首残高 369,800 5,122 374,922
一般正味財産期末残高 313,560 △ 3,506 310,054

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
一般正味財産への振替額 0
一般正味財産への振替額 3,310 566 3,876
　当期指定正味財産増加額 △ 3,310 △ 566 △ 3,876
　指定正味財産期首残高 134,825 △ 7,031 127,794
　指定正味財産期末残高 131,515 △ 7,597 123,918

Ⅲ　正味財産期末残高 445,075 △ 11,103 433,972


